
群馬県適正化通信 NO．１８５-１（令和 6年 3月号） 

 

令和６年４月から労働条件の明示事項等のルールが変更されます（ PartⅠ） 

労働基準法では「使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を書面な
どで明示しなければならない。」と定められています。適正化の巡回指導においても、事業者の皆
様に“労働条件通知書”など、労働者への書面等による明示状況を確認し、労働条件通知書等の明
示が行われていない事業者には、適宜明示をお願いしているところです。 
そんな中、今般、厚生労働省では「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇

止めに関する基準」について、労働条件の明示事項等を改正し、令和６年４月１日から施行するこ
ととなりました。事業者の皆様には、今回の改正を踏まえ、労働者との労使契約の内容をご確認の
うえ、改正内容を反映した労働条件の明示等を行うようお願いいたします。 
 
 

※労働者の希望によりメール等で明示が可能です。 

労働条件の明示事項には、絶対的明示事項として下線部①～⑥（昇給は除く）の明示が義務付けら
れていますが、今回の改正で新たにⅠ～Ⅳの項目が追加となりました。また、⑦から⑭については
使用者がこれらに関する定めを設ける場合は明示する必要があります。 
 

現行 追加項目 

① 労働契約の期間 
② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の 
基準 

③ 就業の場所及び従事すべき業務 
④ 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等 
⑤ 賃金、昇給 
⑥ 退職 
 
⑦ 退職手当 
⑧ 臨時に支払われる賃金（退職手当を除く）、 

賞与及び最低賃金額等 
⑨ 労働者に負担させるべき食費、作業用品、 

その他 
⑩ 安全及び衛生 
⑪ 職業訓練 
⑫ 災害補償及び業務外の疾病扶助 
⑬ 表彰及び制裁 
⑭ 休職 

すべての労働者 有期契約労働者 

 
Ⅰ．就業場所と業務の 
変更の範囲 

 
Ⅱ．更新上限（通算契約期間 
または更新回数の上限） 
の有無と内容 

 
Ⅲ．無期転換申込機会 

 
Ⅳ．無期転換後の労働条件 

 
 

就業場所・業務の変更の範囲の明示※の具体的内容 

②  ①  

今回の変更により“雇入れ直後の

就業場所・業務の内容”の他、“業

務の範囲”についても明示が必要

になります。 

① 「就業場所と業務」とは、労

働者が通常就業・従事するこ

とが想定される場所と業務の

ことをいいます。 

② 「変更の範囲」とは、今後の

見込みも含め、労働契約の期

間中における就業場所や従事

する業務の変更範囲のことを

いいます。 



 
 

 

すべての就業場所・業務を含めて明示する必要があります。「会社の定める●●」と記載するほ

か、できる限り就業場所・業務の変更の範囲を明確にするとともに、労使間でコミュニケーショ

ンをとり、認識を共有することが重要です。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

就業場所・業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確に明示する必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン１  就業場所・業務に限定がない場合 

 

パターン２  就業場所・業務の一部に限定がある場合 

 

 



 

 
 
 
 

雇入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確に明示してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

就業規則で詳細を定める場合には、就業場所は“会社の定める●●”、従事すべき業務は“就業

規則に規定する●●の業務”として「詳細は就業規則第●●条参照」と明示のうえ、該当する就

業規則の条文を明記する方法もあります。 

また、就業規則以外で限定内容を明示する場合には、就業場所は“会社の定める事業所”、従事

すべき業務は“会社の定める業務”と明示する方法もあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

パターン3  就業場所・業務の変更が想定されない場合（完全に限定） 

パターン４  一時的に異動や業務が限定される場合（一時的に限定がある場合） 

 

 

 



今回の改正に伴い、既に雇用されている労働者に対しては、改めて労働条件を明示する必要はあ
りませんが、令和６年４月１日以降に締結される労働契約からは追加項目の明示が必要となりま
す。ただし、有期契約労働者に対する契約更新は新たな労働契約の締結となるため、令和６年４月
１日以降の契約更新の際に明示が必要となります。 
また、ハローワークなどに労働者の募集を行う場合には、求職者に対する労働条件の明示が必要

です。必ず「就業場所の変更の範囲」、「従事すべき業務の変更の範囲」、「有期労働契約を更新
する場合の基準（通算契約期間または更新回数の上限を含む）」を募集内容に追加のうえ手続きを
行うようお願いいたします。 
月が明ければ新年度となり、新たに労働者を迎え入れる事業者の方もいるかと思います。繰り返

しになりますが、今回の改正を踏まえ、社内における労働条件の明示状況や労働契約状況を確認し
ていただき、改正内容を反映する準備がされていない場合には、以下のモデル労働条件通知書を参
考にしてください。（モデル労働条件通知書の様式は“厚生労働省ＨＰ”からダウンロード可能で
す。） 

なお、次号では有期契約労働者に対する「無期転換申込機会」、「無期転換後の労働条件」等に

ついてお知らせいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 

 

不明な点は気軽に適正化指導員にお尋ね下さい。 
 

群馬県貨物自動車運送適正化事業実施機関 
電話 ０２７－２１２－８８２１ 

  


